
 

 

●科学者委員会運営要綱 

 

                    平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ４ 日 

                    日本学術会議第１回幹事会決定 

 

（組織） 

第１ 科学者委員会（以下「委員会」という。）は、副会長（日本学術会議会則第５条第１

号担当）、各部の３名（うち１名は役員とする。）、地区会議代表幹事会の１名の会員及び

必要に応じて会員又は連携会員から選ばれる４名以内の委員をもって組織する。 

 

（分科会等） 

第２ 委員会に、次の表のとおり分科会、小分科会及び小委員会を置く。分科会、小分科

会及び小委員会の設置期限は当該期末までとし、委員長は期首及び適時に分科会、小分

科会及び小委員会の設置について幹事会に提案する。 

分 科 会 等 調査審議事項 構  成   備 考 

ジェンダー・エク

イティ分科会 

１．大学・研究機関・学協会

における女性活躍推進のた

めの方策についての検討 

２．ジェンダー関連分科会の

活動の総括と課題の整理 

３．学術におけるダイバーシ

ティ推進に向けた方策の検

討 

４．第６次男女共同参画基本

計画に対する提言の検討 

に係る審議に関すること 

各部の４名以内

の会員及び委員

会の５名以内の

委員並びに会員

又は連携会員若

干名 

設置期間：令和

５年 12 月 22 

日～令和８年

９月 30 日 

 第６次男女共

同参画基本計

画小分科会 

１．第６次男女共同参画基本

計画における重点課題の整

理 

２．第６次男女共同参画基本

計画に向けた提言のための

素案作成 

25 名以内の会員

又は連携会員 

設置期間：令和

６年５月 31 日

～令和８年９

月 30日 

包括的反差別

法小分科会 

１．包括的反差別法における

重点課題の整理 

２．包括的反差別法制定に向

けた提言のための素案作成 

25 名以内の会員

又は連携会員 

設置期間：令和

６年５月 31 日

～令和８年９

月 30日 

学術体制分科会 １．第７期科学技術・イノベ

ーション基本計画に向けた

検討 

２．学術体制・学術法制の国

各部の４名以内

の会員及び委員

会の６名以内の

委員並びに会員

設置期間：令和

５年 12 月 22 

日～令和８年

９月 30 日 



 

 

際比較調査・課題の整理 

３．中長期的観点から、学術

を学際的・文理融合的に推進

するための在り方の検討 

に係る審議に関すること 

又は連携会員若

干名 

学協会連携分科会 １．日本学術会議と学協会の

新たな連携体制の検討 

２．学協会、学会連合、連携

体等のあり方の検討と、それ

に伴う協力学術研究団体の

規定の見直しの検討 

に係る審議に関すること 

各部の４名以内

の会員及び委員

会の５名以内の

委員並びに会員

又は連携会員若

干名 

設置期間：令和

５年 12 月 22 

日～令和８年

９月 30 日 

研究評価分科会 １．研究評価のあり方につい

ての全体的検討 

２．関連する過去の提言等の

フォローアップ 

３．国内外の研究評価のあり

方についての調査 

４．分野別研究評価のあり方

についての検討 

５．若手支援としての研究評

価のあり方についての検討 

に係る審議に関すること 

20 名以内の会員

又は連携会員 

設置期間：令和

５年 12 月 22 

日～令和８年

９月 30 日 

学術研究振興分科

会 

重要な学術研究の計画に関

する検討に係る審議に関す

ること 

各部の３名以内

の会員及び委員

会の３名以内の

委員並びに会員

又は連携会員若

干名 

設置期間：令和

５年 12 月 22 

日～令和８年

９月 30 日 

 未来の学術振

興構想評価小

委員会 

「未来の学術振 興構想」の

改訂に資するため、 

１．提案される「学術の中長

期 研究戦略の評価 

２．記載される「学術振興の

ビジョン」の分類・統合及び

「未来の学術振興のグラン

ドビジョン」の取りまとめ案

の作成等に係る審議に関す

ること 

90 名以内の会員 

又は連携会員若 

しくは会員又は 

連携会員以外の

者 

設置期間：令和

７年９月 26 日

～令和８年９

月 30日 

 



 

 

（庶務） 

第３ 委員会の庶務は、事務局企画課及び参事官（審議第一担当及び審議第二担当）にお

いて処理する。 

 

（雑則） 

第４ この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。 

 

附 則 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１７年１１月２４日日本学術会議第５回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１８年９月２１日日本学術会議第２４回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１８年１０月２６日日本学術会議第２８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１９年１１月２２日日本学術会議第４６回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成１９年１２月２０日日本学術会議第４８回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２０年１２月２５日日本学術会議第７０回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２１年２月２６日日本学術会議第７２回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２２年３月２５日日本学術会議第９２回幹事会決定） 

 この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２２年５月２７日日本学術会議第９６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 



 

 

  附 則（平成２３年９月２２日日本学術会議第１３５回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。  

 

附 則（平成２５年４月２３日日本学術会議第１７２回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２５年９月２４日日本学術会議第１７８回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２６年１０月２３日日本学術会議第２０４回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２７年１月２９日日本学術会議第２０８回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２７年７月２４日日本学術会議第２１６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２７年１２月１８日日本学術会議第２２３回幹事会決定） 

この決定は、平成２８年２月２９日から施行する。 

 

附 則（平成２８年３月２４日日本学術会議第２２６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２８年８月２６日日本学術会議第２３３回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２９年１１月２４日日本学術会議第２５７回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成２９年１２月２２日日本学術会議第２５８回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年２月２２日日本学術会議第２６０回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年３月３０日日本学術会議第２６１回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年４月２６日日本学術会議第２６３回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 



 

 

 

附 則（平成３０年６月２８日日本学術会議第２６５回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年９月１２日日本学術会議第２６９回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年１０月２５日日本学術会議第２７１回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３０年１１月２９日日本学術会議第２７２回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（平成３１年３月２８日日本学術会議第２７６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和２年１１月２６日日本学術会議第３０４回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和２年１２月２４日日本学術会議第３０６回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年１月２８日日本学術会議第３０７回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年２月２５日日本学術会議第３０８回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月２５日日本学術会議第３０９回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和３年１２月２４日日本学術会議第３２０回幹事会決定） 

この決定は、日本学術会議会則の一部を改正する規則（令和３年日本学術会議規則第 1

号）の施行の日（令和４年１月１日）から施行する。 

 

附 則（令和４年６月２９日日本学術会議第３２７回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和４年１１月２８日日本学術会議第３３３回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 



 

 

附 則（令和５年１２月２２日日本学術会議第３６０回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和６年５月３１日日本学術会議第３６７回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 

附 則（令和７年９月２６日日本学術会議第３９２回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 

 


